
レッツ・チャレンジ雇用事業実施要綱 

１ 事業の目的 

働く意欲があっても、様々な要因により就労に至っていない障害者や難病患者、DV（配偶者等からの

暴力）被害者、刑務所出所者、新規卒業者等（以下「社会的弱者」という。）に対し、知識・技能の習得

と併せて就業の機会を提供することにより、社会的弱者の就労の促進を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

佐賀県 

 

３ 事業の委託等 

（１）県は、この事業を、知事が適当と認めた事業所に予算の範囲内で委託して実施する。 

（２）県は、この事業の実施にあたり、別表に掲げる機関（以下「協力機関」という。）の協力を得るもの

とする。 

 

４ 委託の概要 

社会的弱者を雇用し、事業所において業務に従事させるとともに、職場実習、職場外研修を通じて、

就労に必要な知識、技能を習得させる。 

 

５ 事業の実施事業所 

  事業の実施を希望する事業所（以下「事業所」という。）は、次の要件を全て満たすものとする。 

① 雇用保険の適用事業の事業主であること 

② 本業務の趣旨を十分理解し、業務を誠実かつ確実に実施できるものであること。 

③ 事業所の定款または規約等に照らして、当委託業務の企画・運営を行うことができるものである

こと。（応募時点で当要件を満たさない場合は、契約日までに満たすことが可能であること。） 

④ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑤ 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）に該当しないこと。 

⑥ 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 

⑦ 暴力団またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）もしくは、暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。 

 

６ 事業の実施方法 

（１）事業所は、この事業を活用して社会的弱者を雇用しようとするときは、レッツ・チャレンジ雇用

事業実施申込書（第１号様式）を県に提出するものとする。 

（２）県は、提出された申込書の内容について審査の上、予算の範囲内で受託候補事業所を決定し、そ

の結果をレッツ・チャレンジ雇用事業実施承認（不承認）通知書（第２号様式）により当該事業所

あて通知するとともに、業務委託契約を締結するものとする。 

（３）上記（２）により業務を受託した事業所（以下「受託事業所」という。）は、社会的弱者の雇用に

際しては、公共職業安定所への求人申し込みを行い、求職者の中から採用すること。 

（４）受託事業所は、社会的弱者との間で雇用契約を締結し、業務に従事させるとともに、雇用期間内

に就労に必要な知識・技能を修得させる機会を与えるものとする。 

（５）受託事業所は、委託契約期間終了後速やかに、レッツ・チャレンジ雇用事業実績報告書（第３号

様式）にその他必要書類を添えて、県へ提出するものとする。 

 

７ 雇用対象者 

（１）本事業による雇用対象となる社会的弱者は、県内に居住する者で、労働の意思・能力を有し、求

職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない障害者、難病患者、DV（配偶者等



からの暴力）被害者、刑務所出所者、新規卒業者等（卒業後1年以内又は卒業見込みの者で、特別

支援学校卒業後の就職が困難である者、及び一般校において発達障害等の原因で、就職等が困難な

者）及びこれに準ずる者並びに重度障害者や難病患者等の介護、看護等を主に担っている家族であ

って、就労により生計を維持する必要があると認められる者をいう。 

（２）雇用対象者が社会的弱者であることの確認については、障害者手帳、診断書、協力機関による証

明等により行うものとする。 

（３）雇用対象となる社会的弱者が失業者であることの確認については、雇用保険受給資格者証、廃業

届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提出を求める等の方法によ

り行うものとする。 

 

８ 雇用者の雇用条件等 

（１）雇用の開始は、上記７（２）の委託契約の締結以降とし、雇用期間は１人当たり通算で６か月以

内とする。ただし、３月３１日時点で雇用期間が１人当たり通算で６か月に満たない社会的弱者を

雇用している受託事業所においては、最大で通算６か月まで業務委託契約を締結することができる

ものとする。 

  （雇用期間については、県と協力機関等とのケース会議により決定する。） 

（２）雇用される社会的弱者（以下「被雇用者」という。）に対し、受託事業所は下記 10（１）の①ａ

及びｂに掲げる給与等を、就業規則等に定めるところにより支払わなければならない。 

（３）受託事業所は、被雇用者について、法令の定めるところにより、社会保険（雇用保険、労災保険、

健康保険（40 歳以上の者は介護保険）、厚生年金保険、児童手当拠出金）への加入を行うものとす

る。 

（４）被雇用者の勤務時間、休憩時間、その他の労働条件については、受託事業所の就業規則等による

ものとする。 

なお、原則として、１週当たりの勤務時間は４０時間以内、１日の勤務時間は受託事業所の日勤

の勤務時間に合わせて決定するものとする。 

（５）職場実習については、事業所において指導担当者を予め指名し、業務に係る知識・技能が計画的

に修得できるよう配慮するものとする。 

（６）職場外研修については、被雇用者の意向等も踏まえたうえで、事業所での継続就労に必要な知識・

技能を修得させ、研修時間は原則として勤務時間と見なすものとする。 

ただし、通信制の養成講座等を受講する場合の、自宅等での学習時間の労働時間としての取扱い

については、学習の内容、時間、勤務の状況等を踏まえ、被雇用者と受託事業所との間で協議して

決定するものとする。 

 

９ 事業に要する経費及び支払い 

（１）県は、予算の範囲内で、この事業の実施に要する次に掲げる経費を委託料として受託事業所に支

払う。 

① 被雇用者の人件費（委託料（下記⑤を除く）に占める人件費割合は1/2以上とする。） 

ａ 給与等 

ｂ 諸手当（受託事業所の給与規程等により算出される額）※時間外手当を除く 

ｃ 上記ａ及びｂに係る法定福利費 

② 職場実習費 

  ・指導員手当、教材費、外部講師等の謝金、旅費交通費など 

  ※指導員手当の算定方法は、別記のとおり。 

③ 職場外研修費 

  ・受講料、教材費、旅費交通費など 

   ※前記①、②、③の合算額は、委託料（下記⑤を除く）の8割以上とする 

   ④ その他（被雇用者の就労のために必要と認められる経費） 



⑤ 上記①、②、③及び④に係る消費税及び地方消費税に相当する額 

（２）委託料は概算払できるものとし、受託事業所は、概算払が必要なときは、請求書（第４号様式） 

を県へ提出して、委託料を請求するものとする。 

 

10 その他 

（１）被雇用者が離職した場合、提出した事業実施計画を変更する必要が生じた場合及び目的を達する

ことができなくなった場合、受託事業所は速やかに県に報告し、その指示を受けるものとする。 

なお、被雇用者が離職した場合は、離職の日までに実際に支弁した費用及び支弁を要することが

定められた費用（当日までの賃金など）に限り、事業に要した経費として取扱うものとし、概算払

総額が事業に要した経費を上回った場合は、残余の額は返還するものとする。 

（２）受託事業所は、委託料の支給事由と同一の事由による各種助成金（国が実施するもの及び国が他

の団体等に委託して実施するものを含む。）との併給はできないものとする。 

（３）被雇用者は、職場外研修に関し、雇用契約期間中に修了するよう努めるものとする。 

また、受託事業所は、被雇用者が職場外研修を受講しやすいよう、勤務日及び勤務時間の割振り

等において必要な配慮を行うものとする。 

 （４）事業終了後、受託事業所は、被雇用者の継続雇用に努めるものとする。 

また、継続雇用が困難な場合は、被雇用者への情報提供など就職支援を行うものとする。 

（５）受託事業所は、本事業に関する採用関係書類や、帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとと

もに、委託事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（６）本事業の雇用効果及び事業効果について検証するため、県は受託事業所に対し、電話や訪問など

により実施状況を確認するほか、被雇用者に対するアンケート調査等の実施について協力を依頼す

ることがある。 

（７）受託事業所は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の関係法令を遵守するものとする。 

（８）受託事業所、協力機関及び県は、この事業の実施に当たり、社会的弱者に係る個人情報保護に細

心の注意を払うこととし、他者に個人情報を開示する場合には事前に本人の同意を得ることとする。 

（９）この要綱に定めのない事項については、受託事業所と県が必要に応じて協議するものとする。 

 

附則 

この要綱は、平成２２年８月２日から適用する。 

   この要綱は、平成２３年３月４日から適用する。ただし、平成２２年度契約に係るものは、なお従

前の例による。 

   この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。ただし、平成２３年度契約に係るものは、なお従

前の例による。 

   この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。ただし、平成２４年度契約に係るものは、なお従

前の例による。 

   この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、平成２５年度契約に係るものは、なお従

前の例による。 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。ただし、平成２６年度契約に係るものは、なお従

前の例による。 

  この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

  この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

  この要綱は、令和５年１０月１９日から適用する。 

  この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

  この要綱は、令和８年１月５日から適用する。 



 別表 

 

別記 

 

職場内実習における指導員手当の算定基準 

 

 

 

 職場内実習に係る指導員手当の額は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第１８条第５号及び労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和４１年労働省令第２３号）第５条

第１項の規定に基づいて都道府県知事の委託による作業環境に適応させる訓練」（職場適応訓練）における

「職場適応訓練実施要領（都道府県）」第８条第４項ロ(イ)の規定を準用し、以下のとおりとする。 

 

雇用者１名につき月額24,000円（重度の障害者の場合は25,000円）とすること。 

 ただし、委託が月の途中で開始又は終了若しくは解除した場合は、職場内実習に係る指導員手当の額は、

労働が行われた日（実際に労働が行われた日及び事業所が定める休日（日曜日及び国民の祝日を除く。）を

いう。以下同じ）については、日割り計算によって得た額とする。この場合において、１か月は２１日と

して計算するものとし、１円未満の端数は切り捨てる。また、日曜日又は国民の祝日を休日扱いとしない

事業所については、当該日曜日又は国民の祝日の代替日として定めた休日は、訓練が行われた日には含め

ないものとすること（この場合には、実際の日曜日又は国民の祝日は訓練が行われた日に含めるものであ

る。）。なお、この日割り計算によって得た職場内実習に係る指導員手当の額が、24,000円（重度の障害者

の場合は25,000円）を超えるときは、支給限度額を24,000円（重度の障害者の場合は25,000円）とする。 

 １歴月において、月の初日から末日までが訓練期間になっている場合（月の初日から訓練が開始された

場合又は月の末日で訓練が修了する場合及び訓練の開始又は終了の日を含まない月をいう。以下同じ）で、

当該月において訓練が行われた日が１６日未満であるときについても、訓練が月の途中で開始又は終了若

しくは解除した場合と同様の取扱いをするものとすること。 

 月の初日から末日までが訓練期間となっている場合又は訓練を開始する月の初日が日曜日若しくは国民

の祝日であるため、その翌日から訓練を開始する場合で、当該月において訓練が行われた日が１６日以上

であるときは、１か月分の職場内実習に係る指導員手当を支払うものであること。 

 

 

 

協力機関名 

佐賀保護観察所、佐賀県地域生活定着支援センター、佐賀県難病相談支援センター、佐賀県ＤＶ総合

対策センター、佐賀県女性相談支援センター、障害者就業・生活支援センター、教育委員会事務局（教

育振興課）、特別支援学校、佐賀労働局、指定障害福祉サービス事業所、佐賀県生活自立支援センタ

ー、佐賀市生活自立支援センター、唐津市生活自立支援センター、鳥栖市生活自立支援センター、多

久市生活自立支援センター、伊万里市生活自立支援センター、武雄市生活自立支援センター、鹿島市

生活自立支援センター、小城市生活自立支援センター、嬉野市生活自立支援センター、神埼市生活自

立支援センター、佐賀県発達障害者就労支援センターSKY、佐賀県東部発達障害者支援センター結、

佐賀県西部発達障害者支援センター蒼空～SORA～ 


